
 

 

 

グローバル化が進むなか、富士宮市にも毎年多くの外国人が訪問しています。中でも、

日本文化を学びたいという外国人も多く、日本の一般家庭でホームステイを経験したい！ 

という声も多く聞きます。 

そこで、スムーズな受け入れ先を選定するために、ホームステイボランティア登録家庭

を募集します。 

 

注意事項 

・登録申込書に書かれた個人情報は、厳重に取り扱い、取得目的のみに利用します。目的以

外に利用する必要がある場合は、登録者の了承を得てから使用します。 

・詳細は、裏面の募集要項をご確認ください。 

  

ホームステイボランティア募集！！ 

～外国人と自宅で交流しませんか～ 

・伝えたいという気持ちさえあれば、外国語が話せなくても OK！ 

・自宅にいながら外国人とコミュニケーションが取れる！ 

・日本人の普段の生活を知りたい！という人が多く、特別なことをする必要なし！ 

・条件が合わなければ見合わせることも可能！ 

・登録すると、市が実施する国際交流イベントなどのお知らせが届く！（希望者のみ） 

・小さなお子さんがいる家庭も OKです！語学の勉強にもなります！ 

お問合せ 

 富士宮市市民部市民交流課 

 電話：０５４４－２２－１４８６ 

E-mail：koryu@city.fujinomiya.lg.jp 



 

 

富士宮市ホームステイボランティア登録について 

(条件) 

・原則富士宮市又は富士市在住で、単身ではない人。同居家族全員の同意が得られている人。 

・自動車の運転免許を所有し、自動車でゲストの送迎等が可能な人。 

 

(申し込み) 

・「富士宮市ホームステイボランティア登録申込書」に必要事項を記入し、市民交流課に提

出する（持参、郵送またはメール）。 

・申込書は、市民交流課まで（富士宮市ＨＰからダウンロード可）。 

 

(登録後のボランティア) 

・市が外国人を受け入れ、ホームステイを希望された場合に、条件が合う登録者へボランテ

ィア募集のお知らせをする（原則メール）。 

・個別事業のボランティア募集に応募するか否かは、登録者の自由です。 

・登録者が申し込みをしても、ボランティア依頼を約束するものではありません。 

 

(報酬、費用負担) 

・ボランティア活動は、無報酬です。 

・受入に係る経費（食事、滞在費用等）は、原則としてホストファミリーが負担します。 

 

(注意事項) 

・受入中は、市の指示に従ってください。また、トラブル（ゲストの発病、事故等）発生時

は、速やかに市に報告してください。 

・ゲストには、日本の法律を守らせてください。 

・引き渡しの際、自家用車での送迎を依頼することがあります。 

・受け入れる際は、不測の事態に備え傷害保険等に加入してください（任意）。 

・その他、個別事業によって詳細が異なるため、その決まりに従ってください。 

 

ご不明点等ありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

〒４１８－８６０１ 

 富士宮市弓沢町１５０番地富士宮市役所５階  

   市民部 市民交流課 市民交流係 

電 話：０５４４－２２－１４８６ 

メール：koryu@city.fujinomiya.lg.jp 


